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2011年以降災害は過去の知見から想像できない事

象に変化しつつあり、従来の日本の一般的なBCP
（業務継続計画）1では十分な効果が発揮できなく

なってきている。本研究では、日本の民間企業が

保持するBCPに関するアンケート等の分析を通じ

て、日本における一般的な企業のBCPが、全社的

な災害対応や防災計画が中心となっており、個々

の従業員にとっては、具体的に自部門の自分事に

なっていないことがその実効性が低い原因である

ことを明らかにした。本来BCPが目指すべき業務

の継続に焦点を当てるために、「カモ(what if)」
と「タラ(what when)」に基づくBCP策定手順を提

案する。 
 
キーワード: 災害レジリエンス, 災害管理, 業務継

続計画 (BCP), 災害管理計画 (CMP),  

1. はじめに 
日本では歴史的に地震や台風などの自然災害に

よる被害の発生が多いことから、一般企業におい

ても様々な防災対策や減災対策が実施されてき

た。2005年に内閣府「事業継続計画ガイドライン

 
1 BCP は「事業継続計画」という事業中心でなく、業務の継続を主眼とす

るので「業務継続計画」とする。 

第一版」発行以降、BCP（Business Continuity 
Plan）が導入されるようになってきた。 

2010年以降、最近の災害は過去の知見では想像

できない事象に変化しつつある。例えば、2011年
の東日本大震災、2019年の新型コロナウイルスの

パンデミック、2018年7月の西日本豪雨で観測史上

最大の集中豪雨と強風、2019年5月と2020年5月の

同様の集中豪雨、夏には40度近い猛暑となり国連

事務総長が「世界が沸騰する時代が到来した」と

2023年7月27日の記者会見で警告した。また、2018
年2月には、北日本や西日本で断続的な降雪が1981
年以来の記録を更新し、多数の車両が立ち往生

し、公共交通機関の停止が多数発生した。さら

に、自然災害に加えて、テロ行為や国家間の戦

争、2022年ウクライナ侵攻以来の国際経済制裁な

どもあり、これらは企業活動や社会活動に大きな

影響を与えている。日本の既存の典型的なBCP
は、経験を超える影響や被害に効果的に対処する

には不十分であり、新たな視点が必要となってき

ている。 
近年の災害の複雑化、未知のリスクへの対応を

必要とする社会的変化に対して、あらゆるハザー
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ドにも対処可能な対策が求められている。しかし

個々のハザード別に対処する計画の策定は、分量

が膨大になり活用に支障をきたす。単一のハザー

ドに着目してもその発生や進行はファジ―でその

影響はグラデーションである[1]。さらに、BCPの
更新にかかる作業の負担が増大することで更新が

滞ることや、発生したハザードに該当する計画が

ない場合の混乱、などの多くの解決が容易ではな

い課題が懸念される。  
リスク対策.comの調査「BCPの実効性が高い企

業と低い企業の差」[2]によれば、BCPが『期待通

りに機能する』のは1.3％で、『期待通りに機能し

ない』のは10.6％である。Talebが指摘する「不確

実な環境の下で、予測に頼らずに意思決定を下す

ための体系的で包括的な指針」[3]に資する方法の

検討が必要である。 
一方、内閣府の「2023年度における日本企業の

事業継続と災害対策に関する調査」[9]によると、

対象災害種類について、「災害を特定せず、災害

から生じる結果（インフラの途 絶等）への対応策

を対象としている」のは18%しかない。 
このような経緯の中、日本の一般企業等におい

て多く見られる BCP は事業継続戦略や災害対応計

画や防災対策が中心になっていて、本来目指すべ

き BCP の姿、業務の継続計画になっていないこと

が本質的な課題であるという現状分析に基づき、

その解決に向けて「カモ」「タラ」の概念を導入

した手法を提案する。（カモは「もし・何が」に

ついての懸念のみが生じ、「心配」だけが残る状

態を表します。一方タラは「いつ・何を」につい

ての解決策が利用可能である状態「備え」がある

状態を示します。） 

2. アンケート調査による分析 
著者らのグループは、2016年4月から演習の効果

を高めることがBCPの実効性を高めると考え、研

究を進めてきた。そのために、様々な手法の演習

を通じて、BCPの実効性を高める効果的な方法を

見つけるために、演習の効果が上がらない原因や

問題点に関する、以下の３つのアンケート調査を

実施し、収集した計400件の意見の分析を実施し

た。 
• 2014年11月（報告書は2015年公表）に都内の

ある地域における地区防災訓練の参加者か
ら収集した意見（以下’防災訓練(Area Ex)’）
＝56件 

• 著者らの研究グループが2015年1月、2月、10
月及び2016年2月の4回の企画・実施したBCP

演習の参加者から収集した意見（以下’研究
会演習(BCP Ex)’）＝38件 

• 上記演習の実施者あるいは独自に実施支援
者として参加した著者グループメンバーか
ら収集した意見（以下’メンバー知見(Member 
FB)’）＝306件。 

分析にあたっては、以下のアプローチで進めるこ
ととした。 
• まず、BCPとして要求される内容の網羅性を

評価するために必要な客観的な分類方法と
して標準規格を活用することとした。国内規
格（JIS）ともなっているBCP関連のISO規格
を参考とし、JISQを使って目次レベルの項目
での分類をした。 

• 親和図法による分析：チーム知見で効果的な
BCPの構築のための課題を発見することを
目的に、立場（企画者、参加者、体制）によ
る差異に着目して分析をした。 

• 企業の公開BCPの分析：上記のデータの偏り
を避けるために、公開された日本企業のBCP
から、計画の内容の検証を実施した。 

2.1. ISO規格に基づく分析 
ISOのBCPやBCMSに関する主要規格に記載され

た項目別に、アンケート調査で収集した400件の意

見を分類した。分類に使う規格として以下を採用

した。 
• JISQ22301:2013（ISO22301:2012） 社会セキ

ュリティ— 事業継続マネジメントシステム 
-要求事項[4] 

注：2016年 4月から9月の分析時点では、
JISQ22301:2021（ISO22301:2019と同等）は未発
行のため、前版を基に分析した。執筆時点で新
しい版が発行されたので、両版の違いを分析し
た結果、「経営のコミットメント」が削除され
ていたが、分析結果に影響を与えていないこと
を確認した。 

• JISQ22320:2013（ISO22320:2011） 社会セキ
ュリティ— 緊急事態管理-危機対応に関す
る要求事項[5] 

注：JIS Q 22320:2013は執筆時点で最新バージョ
ンで、これはISO 22320:2011に基づいているの
で分析に使用した。 

• JISQ22398：2014（ISO22398:2013） 社会セキ
ュリティ— 演習の指針[6] 

注：JIS Q 22398:2014は執筆時点では最新バージ
ョンで、これはISO 22398:2013に基づいている
ので分析に使用した。 

ISO22301はBCMSそのものの規格、ISO22320は
BCPの観点では災害発生時の対応の中心となる規

格、ISO22398はBCPの実効性を高めるための演

習・訓練に関する規格と位置づけられる。分類は

まず、個々のメンバーがそれぞれの判断に基づい

て実施し、全体を集計した上で意見が分かれた項

https://kikakurui.com/q/Q22320-2013-01.html
https://kikakurui.com/q/Q22320-2013-01.html
https://kikakurui.com/q/Q22320-2013-01.html
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目をグループで再検討して、最終的な分類を確定

させた。 
これらの国際標準は、BCPおよびBCMS（事業

継続マネジメントシステム）の構築要件や計画演

習の要件を包括的に列挙しており、要求事項を検

証するための尺度として有用である。しかし、こ

れらの要求事項からの乖離や偏りが、BCPそのも

の有効性や有用性の直接的な課題の抽出には留意

する必要がある。 

2.1.1. ISO22301:2012 社会セキュリティ— 事業

継続マネジメントシステム 

項目分類結果をTable 1に示す。いずれの調査で

も意見の数が3%に満たなかった項目は表から除外

している（以下の節でも同様）。分類先に迷った

意見として、社員教育に関するものが複数あり、

規格項目には含まれていない独自の項目として分

類に加えた。 
 全体としては、『8.5:演習及び試験』に意見が集

中し、その中でも『8.5b』と『8.5a』が多くなっ

た。それに続いて、『7.2:BCM要員の力量』、

『追加:社員教育』の順で意見が多かった。 
各グループの詳細のデータでは以下のようにな

った。 
“メンバー知見”では、全体と同様の傾向となっ

た。 
“研究会演習”では、『10.2:継続的改善』、

『8.5b』、『7.2』となった。 
“防災訓練”では、『追加:社員教育』が最も多

く、『7.2』、『8.4.2:インシデント対応体制』とや

や他と異なる結果となった。 

2.1.2. ISO22320:2011 緊急事態管理-危機対応に

関する要求事項 

項目分類結果をTable 2に示す。全体としては、

『5:活動情報』に関するものが多く、『4:指揮調

整』と『6:協力連携』はほぼ同数となった。 
各グループの詳細のデータでは以下のようにな

った。 

“メンバー知見”では、『5.2.3:計画策定及び指

示』と『4.3』が大きく、全体とほぼ同じ傾向で、

突出する項目はない。 
“研究会演習”では、『5.2.4:情報収集』 

『5.2.3』、『5.2.5:情報の処理及び利用』、および

『5.2.6:情報の分析及び作成』に集中する。 
“防災訓練”では、『5.2.4』が半数で、『4.2.7:指

揮・統制の資源』,『5.2.5』の３点のみとなった。 

2.1.3. ISO22398:2013 社会セキュリティー 演習

の指針 

項目分類結果をTable 3に示す。全体で最も意見

が集中したのが『5.2.3:演習プロジェクトの狙い及

び演習パフォーマンス目標の設定』で、次に

『5.3.2:開始時の概要説明』でその他は少数意見で

あった。 
各グループの詳細のデータでは以下のようにな

った。 
“メンバー知見”では、『5.2.3』,『5.3.2』の順

で、全体と同様の結果になった。 
“研究会演習”では、『5.2.3』、『5.3.2』の順番

で、『6:継続的改善』が特徴になった。 
“防災訓練”では、『5.3.2』が最多で、次に

『5.2.3』で『5.2.4:チームマネジメント』が特徴に

なった。 

全体
％

RRCJ
チーム

％

RRCJ
演習

％

防災
訓練

％

4.1 指揮・統制一般 4.1 4.3 3.4 0.0
4.2.1 指揮・統制システム一般 3.4 3.9 0.0 0.0
4.2.3 指揮・統制体制 5.6 6.0 3.4 0.0
4.2.5 指揮・統制プロセス 6.0 6.5 3.4 0.0
4.2.7 指揮・統制の資源 1.5 0.9 0.0 33.3
4.3 人的要因 7.5 8.6 0.0 0.0

5.2.3 計画策定及び指示 11.2 11.2 13.8 0.0
5.2.4 情報収集 6.0 4.3 20.7 0.0
5.2.5 情報の処理及び利用 9.4 6.5 24.1 50.0
5.2.6 情報の分析及び作成 6.7 6.0 10.3 16.7
5.2.7 情報の発信及び統合 5.6 6.5 0.0 0.0
5.2.8 評価及びフィードバック 4.9 5.6 0.0 0.0

附属書B 活動情報提供プロセス評価 5.6 6.5 0.0 0.0
6.1 協力および連携一般 3.0 2.6 6.9 0.0

6.3.1 連携一般 3.0 2.6 6.9 0.0
6.3.2 連携プロセス 6.4 6.5 6.9 0.0
6.3.3 連携の目的 5.6 6.5 0 0

注：3グループとも３％以下は省略

Table 2.　ISO 22320 分析結果

ISO22320：2011
緊急事態管理-危機対応に関する要求事項

合計
％

RRCJ
チーム
％

RRCJ
演習
％

防災
訓練
％

4.3.2 BCMS適用範囲，目的設定 2.9 3.4 1.4 1.6
4.4 BCMの方針 1.6 1.3 0.0 4.8
5.2 経営者のコミットメント 4.7 6.4 0.0 0.0
5.3 組織の役割・責任権限 4.9 5.3 7.0 0.0
7.1 資源の提供 2.5 0.8 2.8 12.9
7.2 BCM要員の力量 16.7 16.4 8.5 27.4

8.4.2 インシデント対応体制 5.9 4.2 7.0 14.5
8.4.4 BCP及びIMP計画 2.2 2.7 1.4 0.0
8.5 演習及び試験 34.7 37.4 38.0 14.5

8.5a BCMSの適用範囲及び達成目標と合致 9.6 11.1 9.9 0.0
8.5b 明確な狙い・達成目標，周到で適切なシ
ナリオ

13.9 13.3 21.1 9.7

10.2 継続的改善 6.5 3.4 26.8 1.6
追加 社員教育 9.0 8.0 2.8 22.6

注：3グループとも３％以下は省略

ISO 22301-2012 社会セキュリティ— 事業継続マ

ネジメントシステム

Table 1. ISO 22301 分析結果

全体
％

RRCJ
チーム
％

RRCJ
演習
％

防災
訓練
％

4.2.1 演習プログラムの必要性の確立 5.6 7.1 1.4 1.0

4.2.3 演習プログラムの狙い及び目的の設定 6.6 7.9 0.7 6.1

5.2 計画策定 7.8 9.1 5.5 2.0

5.2.3
演習プロジェクトの狙い及び演習パフォー
マンス目標の設定

20.2 18.0 30.8 17.3

5.2.4 チームマネジメント 3.6 2.0 3.4 15.3

5.2.10 資源 1.4 0.4 0.0 10.2

5.2.14 シナリオの作成 4.1 4.0 4.1 5.1

5.3.2 開始時の概要説明 15.9 14.6 17.1 23.5

6 継続的改善 3.2 1.4 13.7 0.0

ISO22398-2013
社会セキュリティー演習の指針

注：3グループとも３％以下は省略

Table 3.　ISO22398の分析結果
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2.2. 親和図法分析   
前述のアンケートの400件の意見をカード化し

て、親和図法による分析を実施した。全体カード

を検討した結果、演習に関する立場による違いを

明確にすることが必要と考え、人関系とその以外

に分類することとした。さらに人関系は立場によ

る違いで『参加者』と『企画者』に分け、『その

他』の３つのグループにまずは分類した。以降は

親和図法の手法に従って作業を進めたが、人に関

する事項は『気持ち』（参加者の動機・意義・期

待値、企画者の成果期待値、成功アピール、な

ど）と『能力』（参加者と企画者の演習の課題に

対する実行力、臨機応変な対応力、など）の２つ

に、その他は、『技量（全員の知識・知恵・スキ

ル）』（研修参加等での習得など）と『体制/会
社』（組織的課題など）の２つに分類された。結

果的に大きく６つの項目に分類された。分類結果

をTable 4に示す。 

結果、全体で、人『企画者/参加者』と、その他

『技能/体制会社』がほぼ同数になった。意見はど

ちらにも存在する。『企画者』と『参加者』のグ

ループだけでは、『参加者』に関係する意見が多

い。『気持ち』と『能力』は、参加者では『気持

ち』が多く、企画者では『能力』が多く、逆転す

る。その他では、『技量』が大多数となった。 
以上の結果を検証するために、リスク対策.com

の調査「企業における訓練・演習の実施状況(2)グ
ラフ3：訓練・演習での重要性の認識と自社におけ

る訓練・演習の課題の差」[7]の調査結果を上記親

和図法と同一の項目で分析した結果を“参考資料”
に表示した。この資料は企業の演習企画担当者が

回答者なので、参加者の気持ちは除外して親和図

法も補正した結果“参考資料調整”は、”参考資料”
とほぼ同じ傾向が認められた。 

2.3. 開示された日本のBCP調査 
前述のように、一部の事業継続計画（BCP）

は、原因事象に基づいている。したがって、まず

は原因事象に関して公開されている経済産業省が

実施した「コロナ禍における事業継続に向けた

BCP（事業継続計画）の公表・登録（METI/経済

産業省）(ndl.go.jp) 資料2023年3月13日時点」[8]を
参考に、コロナ感染症対策の開示目的ではある

が、BCPの策定状況を調査した。 
調査対象はランダムに抽出した58社で、全体253

社の23％にあたるが、既に経産省のサイトもクロ

ーズされているためか、4社は記載のURL及び会社

HPでも関連資料が見つけられず、質問2以降は54
社で分析した。各社の評価に当たっては概要でも

質問の内容が触れられている場合は該当すると判

断した。 
抽出した企業の業種と所在地はTable５の通り。 

経済産業省のオリジナルのウェブサイトがすで

に閉鎖されており、４社の関連文書は指定された

URLまたは企業のウェブサイトで見つからなかっ

たため、残りの54社の質問2と残りの質問に対する

回答を分析した。企業のBCPの状態を評価する際

には、企業のBCPの設問に関連する部分が含まれ

ている場合、概要のみであっても肯定的な回答と

判断した。 
チェック項目の『1. BCPの内容開示』は半分以

下に過ぎず、その他はIRやサステナビリティレポ

ートの中に１ページ程度で概要を記載している。

『4. 災害対応（初動対応）の方針』と、『5. 災対

本部の計画』が多数となっていて、『7. 部門/部署

別を記載した』と『8. 部門/部署の優先業務を決め

てある』は1/3程度にすぎない。さらに『9. 演習や

訓練で検証している』のはわずかである。このデ

ータの収集目的は新型コロナ感染症対策BCPの開

示だったのに、『3.事象別の複数BCP』は大多数

分類 全体
参考
資料

参考資料
調整

参加者の気持ち 20.8% 43%
参加者の能力 14.0% 16.1% 17.7%
企画者の気持ち 2.3% 5.5% 2.8%
企画者の能力 16.5% 57% 35.5% 20.8%
技能(知識/知恵/スキル) 36.3% 33.2% 45.7%
体制/会社 10.3% 9.7% 12.9%

100.2% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

Table 4.　 親和図表分析結果

グループ分析

35% 65%
54%

19% 35%

46% 46%

親和図法分析

Table 5. 調査企業内訳

東京都 36.2%
大阪府 12.1%
愛知県 6.9%

製造業 22.4% 兵庫県 6.9%
製造業/自動車 13.8% 京都府 5.2%
卸売業、小売業 13.8% 神奈川県 5.2%
電気・ガス・熱供給・水道業 8.6% 静岡県 5.2%
金融業、保険業 8.6% 福岡県 5.2%
住宅機器 8.6% 以下同じ 1.7%
その他サービス業 8.6%
建設業 6.9%
情報通信業 3.4%
＊学術・開発研究機関 3.4%
宿泊業、飲食サービス業 1.7%

合計 100.0% 100.0%

愛知県,千葉県,奈
良県,沖縄県,広島

県,佐賀県,山形県,
新潟県,青森県,富
山県（計10県）

業種区分

地域分布

Y N U
% % %

1.BCP内容開示＝Y,他資料の一部＝N,資料不明＝U 41.4% 51.7% 6.9% 58
2.会社全体の計画か。 92.6% 7.4% 0.0% 54
3.原因事象別になっている。 88.9% 7.4% 3.7% 54
4.災害対応の視点（初動対応）で作成されている

（業務継続でなく）。
72.2% 20.4% 7.4% 54

5.災害対策本部（類似名称含む）の計画である。 66.7% 22.2% 11.1% 54
6.BCPとして、業務継続の方針が計画されている。 50.0% 24.1% 25.9% 54
7.部門/部署ごとの計画がある。 33.3% 18.5% 48.1% 54
8.部門/部署ごとの優先業務の対応策になっている。 27.8% 9.3% 63.0% 54
9.演習や訓練は、実際に事業継続の計画の実行を検

証している。
13.0% 25.9% 61.1% 54

10.社員欠勤率に基づいた対応方針があるか。 14.8% 25.9% 59.3% 54
11.優先業務が決められているか。 46.3% 13.0% 40.7% 54

表記；質問内容が正しい＝Y,いいえ＝N,不明＝U Total

Table 6.  各社コロナBCP調査結果
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で、『11. 優先業務の方針規程がある』は約半数

で、『10. 具体的に社員の欠勤率による検討』は

わずかである。 
その結果、企業が開示したBCPはCOVID-19パン

デミックへの対応とされていたのに、それらはパ

ンデミック特有のBCPにはなっておらず、従業員

の欠勤発生の計画も記載がすくなかった。欠勤発

生は災害でも発生する。さらに、災害対応（初動

対応）や危機管理本部の計画を立案しているが、

各特定の部門やビジネスユニットごとに計画を立

案し、COVID-19パンデミック下で特定の部門の優

先業務を決定したケースは非常に少い結果となっ

た。課題は判明したものの、インパクトベースで

かつ自部門の自分の業務ベースでの継続という実

務的な解決方法の分析には不十分と判明した。 

3. 抽出した課題 

3.1. ISO分析から抽出した課題 
ISO分析の結果から、要求事項との乖離や意見

の偏りが明らかになった。 
ISO22301では、全体に「演習と試行」と「力

量」に課題がある。“メンバー知見”は全体と同様

の傾向で、“研究会演習”では力量の代わりに継続

的改善が期待できない、“防災訓練”では対応体制

と社員教育が課題となった。 
ISO22320では、 “メンバー知見”は全体とほぼ同

じ傾向で、“研究会演習”では、社内の演習と違い

汎用的な内容が課題と判明した。“防災訓練”では

防災訓練の参加者のアンケートであり、初めて見

る考えたことも聞いたこともない対応計画であ

り、初対面の他社の人たちとのチームワークの連

携や、始めての地区防災の情報処理や命令系統、

が課題となった。 
ISO22398では、全体的に演習の狙い及び目的の

設定と開始時の説明が課題となった。個別には、

“メンバー知見”では演習必要性の確定、“研究会演

習”では演習終了後の継続的改善、“防災訓練”では

複数参加者でチームマネジメント、が課題となっ

た。 
その理由としては、 

• 参加者が不慣れなことと、運営者と参加者双方
の力量のばらつきがあり、事前の教育が不足し
た。 

• 収集したアンケートの回答者は、そもそもISO規
格の要求事項を理解していない。 

• 参加者がBCPを自分たちで作成していない（防災
訓練がこれに当たる）、あるいは過去に誰かが作
成したものを使用した。 

• ”研究会演習”の場合、参加者は企画担当者として
の情報収集が主な参加動機であった。 

• 策定されたBCPが、会社全体あるいは本社のみあ
るいは地域防災などであり、自部門の計画では
ないため、参加者が演習の目的が自分とは直接
関係がなかった。 

つまり、参加者は上記理由の状態で参加してお

り、企画者の意図をくみ取れた行動をしていない

ことが想定される。 

3.2. 親和図法分析から抽出した課題 
参加者は参加の『気持ち』が多くなり、企画者

では訓練実施の『能力』に関する意見が多く、

『技量』に関する意見が多い。参加者と企画者の

『気持ち』にも『能力』にもギャップがあり、全

体的に『技量』不足であると判断できる。この結

果から、人に関する分析では、『参加者』はあま

り積極的に参加していない可能性がある。一方

『企画者』の演習企画や実行能力不足の可能性が

あると推定できる。 
また、BCPが会社全体あるいは本社のみなど、

自部門の計画でないため、演習の目的があまり自

分とは関係ない、という状態が想定される。「企

業における訓練・演習の実施状況（2）」[7]によ

る調査では、訓練・演習での重要性の認識と自社

の課題の差の分析で一番の問題は、「参加者が訓

練の必要性をしっかり理解すること」とされる

が、この調査の回答者が訓練の担当者が多数であ

ることから、参加者が自分の仕事の継続に関する

演習でなければ自分事になりにくいのが課題とし

て考えられる。 
『企画者』にとっては、期待する効果が生まれ

ないために、さらに演習の効果を高める努力をし

ている。しかし参加者が自分事になっていないこ

とが原因と仮定すれば、演習の課題ではなく、

BCPが会社の緊急時対策方針つまり事業継続計画

になっている状況を、自分の仕事の業務継続計画

に変える必要があると言える。 
 

3.3. 各社BCP調査から抽出した課題 
BCPの内容の分析から判明したのは、会社の対

応方針で原因事象別の災害対策本部の危機管理計

画となっているのが原因と仮定すると、会社の方

針として優先業務方針は決めてあるが、部門別で

被害の影響より、感染症対策（感染時の対応）に

なっていて、欠勤者の人数レベルに合わせた業務

継続活動を具体的に定めていないことが課題と判

明した。 
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COVID19で判明したように脅威があまりにも不

明で、社会的情報や専門家の見解を情報収集して

も判断が難しく、対応が後手に回ったことがその

結果として理解できる。 
このまま同じ方法を維持するのであれば、将来

のエマージングリスクに対処する場合にも、

COVID19対応と同様の課題を抱えることになる。 

3.4. 分析調査から判明した一般的な日本版BCPの
課題 

以上、3.1でISO分析では課題の抽出が容易でな

いこと、3.2で技量不足と企画者の狙いと参加者の

期待の乖離、3.3で感染症対策という特定事象に対

して新たなBCPを作成する傾向、が一般的な日本

版BCPの特徴と考えられる。 
発生事象に対して情報収集をして対応策の決定

をくだすという、一般的な災害対策本部による危

機管理対応をベースにしたBCPや、会社全体の対

応方針だけが記載されたBCPでは、災対本部の方

針決定プロセスに、次の状態が顕在化する。 
認知的不協和理論によれば、「意見が形成さ

れ、決定が下されなくてはならない場合、遂行さ

れる行為についての認知と、別な行為を指示する

意見や知識との聞には、ほとんど不可避的に何ら

かの不協和が生じる」[10]。発生後の脅威の評価

や被害の状況判断では、脅威の発生後、認知的不

協和により、判断がゆすぶられる。 
「IRDR Compilation 2010-2020」[11]によれば、

「不確実性の条件下での意思決定は、“合理的選

択”の伝統的なモデルでは不十分に説明されてい

る。代わりに、人々のリスクの解釈が、彼ら自身

の経験、個人的な感情、価値観、文化的信念、対

人関係および社会的ダイナミクスによってどのよ

うに形作られるかに注意を払う必要がある。」

（著者訳）。COVID19でも経験したが、各国の対

応は異なり、日本企業も海外拠点の対応の統一性

に差異が発生した。 
2011年3月11日発生の東日本大震災時の復旧に貢

献した国土交通省東北地方整備局のAARともいえ

る記録[12]では、「備えていたことしか、役に立

たなかった。備えていたことだけでは、十分でな

かった。」と総括されており、緊急事態に備えた

事前準備の重要性が疎かになりがちである。 
リスク対策.comの調査「企業における訓練・演

習の実施状況(1)」[13]では、重要度の最多は「災

害対策本部の立ち上げ」で、頻度と重要度の差の

分析では「指揮者向け意思決定訓練」がトップに

上がり、頻度の最多は「安否確認訓練」となっ

た。「取り入れたことがあるシナリオ」は、多い

順に本社施設の被災、火災やボヤの発生、停電、

安否不明者の発生などとなっている。つまり災害

対策本部中心の初動の危機管理の訓練・演習にな

っている。 
以上の参考と調査結果から総括すれば、BCPを

原因事象の危機対処からアプローチすると、会社

全体のリスクの評価や被害の想定が重点となり、

自社/自部門/自分の仕事（業務）への影響への対処

が後回しになってしまうため実効性が低くなって

しまうことが原因として挙げられる。 
自部門の自分事にするには自分の仕事の影響か

らアプローチすると、原因の如何を問わず、自分

の業務に支障が発生すればどのような対処が必要

か具体的に検討できるのはないか、という仮説を

立て、その具体的実行方法を検討した結果、以下

の方法を提案する。 

4. 「カモ」でなく「タラ」でBCPを作成す

る提案 
BCPを、自部門の自分事として、本来のあるべ

き姿である業務の継続計画にしていくためには、

自分の仕事の影響からアプローチする必要があ

る。災害や脅威の原因事象に対処するよりも、自

社/自部門/自分の仕事（業務）への直接的影響に優

先的に対処することで、原因である脅威や災害に

左右されないBCPを策定できる、との仮説を立て

た。さらには、演習を自分の仕事の機能検証型に

変換でき、検証訓練を実施して、量質転化をする

ことも実現できるようにできると考えた。そのた

めの方法論を以下の３ステップで提案する。 

4.1. ステップ①  
「脅威」と「社会的な影響」：カモ（What if） 

まずは原因事象である脅威から検討する。脅威

には自然災害（天災、天候、自然現象）と人為災

害（人災、事件、事故）の両方を含み、出来るだ

地
震

台
風

感
染
症

悪
天
候

広
域
停
電

近
隣
火
災

火
山
噴
火

有
害
物
質
拡
散

サ
イ
バ
ー

攻
撃

停電 X X X X X X
公共交通の中断 X X X X X X
避難 X X X X
洪水 X X X
通信障害 X X X X X
外出自粛 X X X

ライフライン
インフラ
公共機関
など

Fig.1　STEP 1：脅威と社会的影響

STEP 1 脅威と社会的影響

脅威：天災 人災、事件、事故

1-2.社会的な影響

1-1. 脅威（天災・人災、事件、事故等）

1-2. Social 
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け多くの脅威を検討することが重要で、発生確率

は低いが甚大な被害が発生するものも含める。 
次にそれらの脅威から想定される一般社会に生

じる影響を検討する。その場合には影響の程度や

規模は配慮しない。 
1. 上部横列の「脅威」とは、起きるカモしれない

自然災害（天災）や人為災害（人災：事件・事

故）などをリストアップする。想定外をなくす

ために、起きないカモしれない（可能性の非常

に低い）災害も起きる想定でリストに含める。 
2. 縦列「社会的な影響」とは、個々の脅威から世

の中に起きるカモしれない不都合な影響をリス

トする。脅威が原因で、社会一般に発生する可

能性（起きるカモ）のあるものを含める。同様

に起きないカモしれない（発生の可能性が低い

としても）影響も含める。自社特有のものは次

のステップで検討する。 
3. 「社会的な影響」が生じる「脅威」に印をつけ

る。 
4. 自然災害など地域差がある場合は、拠点別に検

討するのが望ましい。 
【気づき】 
 自社/自部門/自分の業務に影響が生じるのは、脅

威そのものではなく、脅威から生じる社会的な

影響が直接的な原因になる。 
 ある社会的な影響は、複数の脅威から発生する

ことに気づく。 
 脅威別にBCPを作例しても、同じ社会的な影響に

ついて繰り返し記述することになる。 
 社会的な影響は、地域差が生じる。 
 社会的影響に自社が対処できるかと言えば、第

三者の当事者に依存するしかない。BCPは自社の

対処を計画するべきである。 

4.2. ステップ②  
「自社業務上の影響」：タラ（What when） 
社会的な影響が原因となって、自社の業務に生

じる影響を具体的に検討する。例えば、停電が発

生すれば自家発電機がなければ全ての部門と会社

全体に何らかの影響を与えることから、各部門で

の影響を記述するのが良い。影響の切り口は、一

般的な人・モノ・カネ・ICT（情報通信技術）な

どリソースに関する方法や、会社全体、拠点別、

部門別、商品別、サービス別、管理部門別、間接

部門別、サプライヤー別、法令関連など適切に検

討する。細かくするほど具体的になり、次のステ

ップ③で実効性が高まる。そして、各部門間で相

互検証すると、業務の相互依存関係から予想外の

新たな影響が発見できる。 
 
ステップ② 
1. 自社業務への影響とは、脅威からの直接的な影

響ではなく、①の社会的な影響が発生しタラ、

自社に与える具体的影響とする。 
2. 間接的と思われるも影響も含める。（顧客が困

る事や顧客クレーム、サプライチェーンの途絶

トラブルなども含める。） 
3. 自社業務への影響が段階的（時間経過、被害程

度など）になると想定される場合には、自社業

務の影響の程度に応じて複数のシナリオを作成

して、具体的にトリガーになるように影響を設

定する。 
例：エレベータが停止して復旧のめどが立たな

い場合、停止期間を１時間、２時間、１日をト

リガーとして３つのパターンの影響を検討す

る。 
4. 将来的な対策（耐震補強をすれば大丈夫、自家

発電機を設置すれば解決など）を考慮せず、現

状のままでの影響とする。影響や障害や困るこ

との程度は配慮せず、次のステップで検討す

る。 
【気づき】 
 自社/自部門のある影響は、複数の社会的な影響

が原因となることもあることがわかる。 
 社会的な影響別に検討するのではなく、自社/自
部門への具体的影響が判明する。 
 影響には、マイナスだけでなくプラスもある。

例：ある商品の需要が急増する。 
直接の影響・被害

出勤困難 X X X X

帰宅困難 X X X

設備 故障、停止 X X X

事務所内設備 照明停止 X X

データ・センター システム停止 X X

ユーザー 在宅勤務中断 X X X X

人員
従業員・訪問者な
ど

施設/建物

IT

Fig.2  社会的影響から生じる自社への影響

Step 2  社会的影響から生じる自社への影響

1-2.　社会的影響

2. 自社への影響

停
電

公
共
交
通
中
断

避
難

洪
水

通
信
障
害

外
出
自
粛

種類

一
次
的

長
期

撤
退

そ
の
他

規
模
縮
小

時
間
を
短
縮

商
品
を
縮
小

そ
の
他

別
な
方
法
で
継
続

場
所
を
変
え
て
継
続

勤
務
時
間
を
変
え
て

継
続

従
来
通
り
計
継
続

そ
の
他

BCPの具体的継続計画

帰宅困難 X 帰宅せず、会社に滞在する。

セミナー中止 X 帰宅困難な参加者を施設に留める対処をする。

休止 縮退 継続

2.自社への影響

従業員・
訪問者

Step 3-1　自社影響への業務継続計画策定

3-1 自社影響へのBCP（業務継続計画）対応策

方針決定：X

Fig.3　自社影響へのBCP方針策定

ス
テ
ッ
プ
②

か
ら
転
記

3-1. 方針決定

3-2. 具体的な実施計画

ス

テ

ッ

プ

②

か

ら

転

記
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4.3. ステップ③ 「BCPの策定」 
最後にBCPを策定する。ステップ②で見つかっ

た業務ごとの影響について、業務継続方法を具体

的に策定する。 
まず業務継続の「方針」を決める。「方針」

は、大きく『休止』『縮退』『継続』（Fig.4）の

中から決めることを想定しているが、当該部門が

単独で決めるものではなく、会社の経営方針によ

ることが必要で、かつ相互依存する関連部署との

調整も必要になる。例えば ICT部門などでは、全

部門に相互依存関係が多いので、慎重な方針決定

が必要である。これらの方針はあくまでも参考

で、各社独自に検討することが望ましい。 
方針は、影響の程度や影響の継続時間によって

変更する必要があるという意見もあるが、脅威の

発生後に影響の程度や終息が予測できる場合なら

その被害程度や期間の対策を考えればよいが、大

きな脅威や未知の脅威の場合には将来的な影響の

程度や終息が簡単に判断できないことはすでに

COVID19で経験した。このような場合にはシナリ

オ・プランニング[14]などの手法でステップ②で

影響を想定し、そのシナリオごとに方針を検討す

る方法もある。 

ステップ③-1 
1. ステップ２の業務ごとの影響をFig.3の縦列に転

記する。 
各影響について以下の継続方針を決定する。 

ある②の影響への業務上の対処方針は、会社の

方針に従って『休止』『縮退』『継続』のどれ

か一つを選択する。 
『休止』の場合には、「一時的な休止」、「長

期的な休止」、「撤退」、などで決める。 
『縮退』の場合には、「規模（製造量、販売

量）を縮小」、「時間を短縮」、「商品（サービ

ス）を縮小」、などで決める。 
『継続』の場合には、「別な方法で継続」、

「場所を変えて継続」、「時間を変えて継続」、

「現状どおり」、などで決める。 

どの方針も決められないで「保留」とすると、

現状のまま維持することと同じ結果になり、『継

続』や『縮退』の遂行に影響が生じる可能性があ

る。保留は方針決定の問題ではなく、意思決定の

問題と考える。 
2. これの方針の決定には、「場所」、「地域」、

「期間」、「従業員」、「顧客」、「費用」、

「収益性」、などの項目で検討する。 
例：従業員の60％以上の出勤がないと継続でき

ない。 
3. 自部門のある業務が、すでに会社の優先業務

（重要業務）である場合には、休止ではなく継

続を検討することになる。 
4. 方針が決まれば、具体的にその方針を実行する

BCPの具体的対応策を記載する。（実効性の課

題は③-2につながる） 
 BCPは、被害を避ける方法（防災や減災）でな

く、業務への影響に対処しながら業務を継続す

る方法とする。 
 「こうするべき」、「こうあるべき」はBCPで

はない。それらは解決すべき課題であって、そ

の課題を解決して業務継続する方法が計画にな

る。 
 BCPを、中断期間が短期/長期で検討する方法も

ある。 
 BCPが平時の業務ではなく、災害時の新たな業

務となることもある。例：人事部は人事考課は

止め、災害対応の勤務体制の管理をする。 
 すでにBCPが決まっている場合には、そのまま

記載する。 
 重要なことは、行動の方針を決めるのではな

く、自部門あるいは自分の業務の業務継続計画

を具体的に策定すること。 
ステップ③-2 

③-1 Fi.3の右の対応策を実施する場合の課題を

検討し、課題があれば解決策を検討し、（具体的

に不明でも要検討とし）、期日と担当者は決め

る。BCPが現状で実行可能ならそのままBCPにな

る。課題検討途中で、BCPに戻って修正すること

もある。 
1. BCPの実効性が確実でない場合には、何が課題

か検討する。 
2. 次に、その課題の解決策を検討する。解決策は

簡単な事項から、プロジェクトになるような場

合もある。 

BCP継続方針検討のヒント

•場所

•地域

•期間

•従業員

•顧客

•費用

•収益性
継続

•別な方法で継続

•場所を変えて継続

•時間を変えて継続

•従来通り

休止
•一次的な休止

•長期的な休止

•縮退

縮退
（部分継続）

•規模を縮小

•時間を短縮

•商品を縮小

Fig.4  BCP継続方針の検討
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3. 課題の解決策は、完成目標期日と担当者/担当

部署を決め、実施を確実にする。 

最後のステップ③-2では、③-1で何をするべき

かの方針は決められたが、実効性に課題があるの

なら、その解決策を決め実行性を確保する。「ク

ローズド・ループ」ではなく「オープン・ルー

プ」[15]でのように、単に“こう対応するべき”だけ

の方針計画に留めず、実効性に問題がある場合の

具体的改善策まで、期日・責任者付きで改善する

計画として進化をさせる。結果、自分の仕事の

BCPとして、自分事にしたBCPが出来上がる。 
また、例えば欠勤の割合とか、キーパーソン/役

職者の不在とか、停電の経過時間など時間経過に

よる被害の拡散、季節性の事情とか、業務継続が

不可になる最悪の条件を最初に決める方法もあ

る。その後、順次様々な条件を具体的に細分化し

て検討すると、実効性が上がる。 
MTPD（最大許容停止時間）とRTO（目標復旧

時間）がすでに決められている場合には、BCPが
整合性を持つことに留意する。場合によっては、

MTPDとRTOを変更する必要が出る場合もある。 
さらに完成後には、演習などで実効性を検証す

る。演習や訓練では、万全の準備をして、業務継

続計画で決めた方法と異なるやり方で成功をアピ

ールするようなケースも散見されるが、それでは

効果が期待できない。 
以上の結果、自社/自部門への具体的影響をBCP

発動のトリガーとすることで、判断のための情報

収集や発動判断の初動プロセスへの依存を減らす

ことができる。 

4.4. 簡易評価 
外部団体の協力で2回のベータ版での試行のあ

と、当協会主催で本アプローチの簡易評価とし

て、BCPに興味を持つ人を対象に2時間程度のオン

ラインセミナーを開催し、使い方の説明を行っ

た。参加者は著者グループを除くと途中参加した

者も含めて計15名で、終了後にアンケートの自由

記述コメントとして得られた意見を以下に示す。 
 このアプローチで期待できる効果の起きる

カモより起きタラが大変重要であることは

賛同します。 

 有効だと思いますが、大前提が不明瞭だと

感じました。初めにステップの推移チャー

トを見せて、このような手順で組み立てま

しょう、と言った説明があるといいと思い

ます。 
 BCPに重要なのは時間軸と思いますがそれ

が不明瞭なので使い勝手は悪い気がします

が、頭の体操としてはハザードからのアプ

ローチもありかもしれません。 
 有効かと思います。BCP策定済み企業の担

当者向けの、BCP研修としてわかりやすい

研修が出来たかと思います。 
これら以外にも後日参加者から、BCPの見直し

のために社内で共有したいので、動画を入手で

きないか、という前向きな問い合わせもあっ

た。 
上記の結果より、前提条件の説明や時間軸の扱

い方などに改善の余地はあるものの、本アプロー

チ自体の有効性がある程度期待できると考える。 

4.5. このアプローチで期待できる効果 
発生事象に対して、情報収集をして方針や対応

策の決定をくだすという、日本の企業に多く見ら

れる一般的な災害対策本部による災害初動対応を

ベースにしたBCPや、全体の対応方針だけが記載

されたBCPでは、はっきりとしたトリガーがな

い。 
以上の3ステップでは、自社/自部門の影響の発

生がトリガーになり、事前に決めた方針に従い、

BCPを実行する、あるいは実行しない判断が明確

になる。元の脅威や社会的な影響による被害の状

況の情報収集と状況判断による確証バイアスや認

知的不協和の発生に悩まされることなく、的確な

対応行動が実施できる。 
さらに、元の災害や脅威の原因事象に依存しな

いことで、様々な災害や脅威別にBCPを作成する

ことなく、一つの自部門のBCPと会社全体のBCP
で実効性をもって効果を発揮することができる。

また新たなemerging risk でも、想定の影響範囲に

該当すれば活用できる。つまり1つのBCPによりオ

ールハザード対応可能なBCPとして作成すること

ができる。 
本提案はBCPの業務の継続計画としての実効性

を高めることが目的であるが、防災や減災の対策

が不要とするものではない。被害が発生しないの

が最も望ましいが、被害の発生リスクをゼロには

できないということも、現実として意識をするこ

とも重要である。 

課題 解決策 目標期日
担当者/
担当部署

睡眠場所と食料がない。 食料＋飲料＋寝袋と購入 来期末 市川氏/人事部
開錠に帰宅困難者を受け
入れる計画がない。
備蓄物資の在庫から、会
場に搬送する計画がな
い。

参加者を会社施設に移送する
手段を構築する。
会社保管の備蓄品を搬送する
手段を立案する。

3か月以内に具
体的に検討し
て、決定す
る。

山中氏/総務部.

3-2 自社影響へのBCP対応策

Fig.5 BCP対応策の課題と解決策



 

10 
 

具体例として、山火事から逃げない防災施策が

ある。[16]『（山火事の）燃え広がるスピードが

速くて激しすぎるため、逃げられず、身を潜める

他に選択肢がない場合だ。そういう時に用いられ

るのが、森林火災に対する「シェルター・イン・

プレイス（屋内避難）」あるいは「ステイ・アン

ド・ディフェンス（残留防守）」といったアプロ

ーチだ。』。 山火事の状況から避難ができないと

しタラ、どう対処するかの考え方の例といえる。 

5. 結論 
自社/自部門に生じる具体的影響に焦点を当てて

BCPを策定することで、従来の原因事象/災害脅威

別での複雑な計画立案よりもはるかにシンプルに

なる。また、自部門の影響への対応は、自分の仕

事のBCPになり、従業員の自分事となり実効性も

向上する。社会的な影響が生じても、自部門や自

分の仕事に何らの影響がなければ、BCPを発動す

る必要がない。発動のトリガーも自社/自部門なの

で、判断の遅延もなく、迅速に対応ができる。つ

まり、会社方針のもとで、BCPの意思決定を現場

主導に任せることが出来る。 
また未知のエマージングリスクに対しては、い

わゆるリスク評価としてその種類の想定や発生の

可能性の検討（カモの世界）も重要であるが、検

討だけで終わってしまってはいけない。それらの

カモから、自社/自部門に影響が生じたらどうする

か（タラの世界）の必要なBCPの策定には時間も

かかるであろうから、単なるリスクの想定にとど

まらず、立案しておくことが肝要である。また未

知のリスクでも多くの場合で自社/自部門の影響と

して検討すれば、既存の影響の範囲に収まる場合

が多いと想定されるので、発生確率を心配するこ

とも少なくなることが想定される。 
最近の脅威の変化の一例として、コロナ禍で検

証する。感染症の症状、致死率、感染力、治療の

難易度（治療薬など）、入院治療期間、隔離期

間、回復後の待期期間の解除判断、後遺症、など

など、未知の感染症であることから、国や専門機

関や報道機関や海外の情報など多くの情報収集が

必要で、総合的に判断する困難さに遭遇した[1]。
これがカモの対応である。しかし、タラで検討す

ると、従業員の欠勤率をトリガーにした割合に応

じてどのように業務継続するか対応策を策定する

ことがタラの世界になる。もちろんBCP発動のト

リガーになる欠勤率を上げないように、従業員へ

の感染予防対応も必要であるが、感染予防対策と

BCPは区別が必要である。さらに、従業員の欠勤

の原因事象はコロナに限らず、地震/台風/豪雨など

から生じる社会的影響でも発生するから、従業員

の欠員人数ごとの計画で対応できる。 
最後に、最近の災害系テクノロジーの発展を考

えたい。わが国では災害被害の予測や、発生後の

災害状況の把握に関するテクノロジーが大きく進

化している。今回の研究の課題の一つである、被

害情報の収集は今後正確性が高まり、迅速性も早

まることが考えられる。また視覚的にも映像が瞬

時に閲覧でき、地図と重ね全体像を把握したり、

事実に基づく判断の正確性が高まることが期待で

きる。情報収集時の確証バイアスとか認知的不協

和が軽減されていくとこが期待できる。そうなる

と、現状の計画書の災対本部の訓練から、優先業

務（重要業務）の対応に変化していくことが期待

されるので、ますます提案の方法の重要性が増す

ものと考えられる。 
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